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制定しました

議議会会基基本本条条例例っっててななぁぁにに？？

何何がが変変わわるるのの？？

その 議員同士の自由討議を行います
議会は言論の府です。議論を通じて合意形成を図り、争点を明らかにしながら、合意

に至らない場合は採決により結論を出すのが基本です。しかし、これまでの議会におい
ては、執行部への質疑を通じて議員個人の考えを述べることがほとんどであり、合意形
成を図るために議員同士が自由に意見を出し合う場がありませんでした。
そこで、議会の審議を充実させるために、討論の前に、議員間の自由討議を行うこと

としました。このことにより、意見を出し合い、議論を尽くす風土を醸成します。

その 執行部からの逆質問を受けます
これまでの議会における議員と執行部の関係と言えば、議員は一方的に質問し意見を

言う立場で、執行部は聞かれたことにのみ答える立場でした。しかし、質問の意図や背
景がわからず、議論が噛み合わないこともありました。
そこで、執行部に反問権を与え、議員に対して逆質問ができるようにしました。これ

により、質問の意図や背景を聞き返したり、政策の例示を求めたりできるようになりま
す。

その 政策研究会をつくります
地方分権時代のこれからの議会に求められていることは、執行部からの提案を審査す

るだけでなく、地域の実態に即した政策を提言し、自ら立案する能力を身につけること
です。市民との意見交換等を通じて地域の課題が浮き彫りになった場合は、課題解決に
向けて政策にどう結び付けていくかを検討するために、政策研究会をつくります。
東広島市独自の施策を展開するために、議員提案による条例制定を目指します。
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議会基本条例をトピックストピックス

東広島市議会は、平成 年 月 日に議会基本条例を制定しました。これは、平成 年
月に設置した議会改革・活性化特別委員会において、 回にわたる協議を積み重ねて、

成文化したものです。平成 年 月 日から施行されました。

議会基本条例とは、自治体の意思決定機関である議会の基本的な事項を定めるもので
す。地方分権改革に伴い、自治体の権限が拡大する中、議会の役割も大きくなっていま
す。時代の要請に対応し、議決機関として、政策立案能力を高めるとともに、適正な行
政執行がなされているかを監視する議会の機能を高め、議会改革に取り組むために制定
したものです。

その 市民との意見交換を行います
東広島市議会には行政分野毎に、 つの常任委員会があります。この つの常任委員

会に、年 回以上の市民との意見交換会の開催を義務付けました。これは、その都度、
開催目的や意見交換したい対象を絞って行うものです。
これ以外に、必要に応じて議会報告会を開催することとしており、このような広聴活
動を企画するために、議会会報委員会を広報広聴委員会に改めます。

その 表決態度を公表します
議会は、まちづくりの方向を決める最高責任を負っています。議員の最も大きい責務
は、まちづくりの方向に対して賛成・反対の意思表示をすることです。議決責任を全う
し、市民に対する説明責任を果たすために、全ての議案に対する各々の議員の表決態度
を公表します。

その 議決の範囲を拡大します
自治体がまちづくりを行うにあたって、予算編成・条例制定・特別職の任命といった
主要な事項については、議会の議決を経て行わなければならないことになっており、そ
の範囲は地方自治法が定めています。それ以外に、必要に応じて自治体独自で議決の範
囲を拡大できることになっており、総合計画や行革大綱などの主要なまちづくり計画（
計画）を議決が必要な範囲に加えました。
これにより、より具体的なまちづくりの中身について、議会の意思を反映できること
となり、自らのことは自ら判断し責任を負う、自立した自治体（議会）を目指します。

議会基本条例ってなぁに？議会基本条例ってなぁに？

何が変わるの？何が変わるの？


